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○白岡市都市公園条例 

平成２５年３月２９日 

条例第１０号 

白岡市都市公園条例（昭和５３年白岡町条例第９号）の全部を改正する。  

（目的） 

第１条 この条例は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」

という。）及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及

び管理に関し必要な事項等について定めるとともに、高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１

３条第１項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定公園施設の

設置に関する基準（以下「都市公園移動等円滑化基準」という。）につ

いて定めることを目的とする。 

（都市公園の設置、区域の変更及び廃止）  

第２条 市長は、都市公園を設置し、区域を変更し、又は都市公園を廃止

するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その

他必要と認める事項を明らかにして、その旨を告示しなければならない。 

（住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準）  

第３条 本市の区域内の都市公園の住民１人当たりの敷地面積の標準は、

１０平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民１人

当たりの敷地面積の標準は、５平方メートル以上とする。  

（配置及び規模の基準） 

第４条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質

に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難

等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその

配置及び規模を定めるものとする。 

（１） 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする

都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるよう

に配置し、その敷地面積は、０．２５ヘクタールを標準として定める

こと。 

（２） 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都
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市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配

置し、その敷地面積は、２ヘクタールを標準として定めること。  

（３） 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的と

する都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することがで

きるように配置し、その敷地面積は、４ヘクタールを標準として定め

ること。 

（４） 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、

運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運

動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域

の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊

戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することがで

きるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての

機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。  

（５） 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯と

しての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする

都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護

を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観

賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都市公園

以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に

応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置

し、及びその敷地面積を定めるものとする。  

（公園施設の設置基準） 

第５条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物（建築基準法（昭

和２５年法第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同

じ。）の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、１

００分の２とする。ただし、動物園等教養施設等を設ける場合その他次

条で定める公園施設を設置する当該都市公園については、次条で定める

範囲内でこれを超えることができる。 

２ 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷

地面積に対する割合は、１００分の５０を超えてはならない。  
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（公園施設の設置基準の特例） 

第６条 前条ただし書で定める公園施設の設置基準は、次のとおりとする。 

（１） 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号。以下「令」と

いう。）第５条第２項に規定する休養施設、同条第４項に規定する運

動施設、同条第５項に規定する教養施設、同条第８項に規定する備蓄

倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設で

ある建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の１００分の１０を限度

として前条に規定する割合を超えることができることとする。  

（２） 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のアからウ

までのいずれかに該当する建築物を設ける建築物に限り、当該都市公

園の敷地面積の１００分の２０を限度として前条に規定する割合を超

えることができることとする。 

ア 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定により国宝、

重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しく

は史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録

有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他

これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省

令で定める建築物 

イ 景観法（平成１６年法律第１１０号）の規定により景観重要建造

物として指定された建築物 

ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成２０

年法律第４０号）の規定により歴史的風致形成建造物として指定さ

れた建築物 

（３） 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を

有する建築物として国土交通省令で定める建築物に限り、当該都市公

園の敷地面積の１００分の１０を限度として前条又は前２号に規定す

る割合を超えることができることとする。  

（４） 仮設公園施設（３月を限度として公園施設として臨時に設けら

れる建築物をいい、前３号に規定する建築物を除く。以下同じ。）を

設ける場合に限り、当該都市公園の敷地面積の１００分の２を限度と



4 

して前条又は前３号に規定する割合を超えることができることとする。 

（都市公園移動等円滑化基準） 

第７条 都市公園移動等円滑化基準は、別表第１に掲げるもののほか、埼

玉県福祉のまちづくり条例（平成７年埼玉県条例第１１号）第１２条に

規定する整備基準（公園に係る部分に限る。）をもって都市公園移動等

円滑化基準とみなす。 

２ 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の基

準によらないことができるものとする。この場合においては、高齢者、

障害者等が円滑に移動等を行えるようできる限り配慮するものとする。  

（行為の制限） 

第８条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の

許可を受けなければならない。 

（１） 行商、募金その他これらに類する行為をすること。 

（２） 業として写真、映画等を撮影すること。  

（３） 興行を行うこと。 

（４） 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。  

（５） 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。  

２ 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を

行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した

申請書を市長に提出しなければならない。  

３ 第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとすると

きは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなけ

ればならない。 

４ 市長は、第１項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及

ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができ

る。 

５ 市長は、第１項又は第３項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で

条件を付すことができる。 

（許可の特例） 

第９条 法第６条第１項又は第３項の許可を受けた者は、当該許可に係る
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事項については、前条第１項又は第３項の許可を受けることを要しない。 

（行為の禁止） 

第１０条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただ

し、法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項又は第２条第１項

若しくは第３項の許可に係るものについては、この限りでない。  

（１） 都市公園を損傷し、又は汚損すること。  

（２） 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。  

（３） 土地の形質を変更すること。 

（４） 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。  

（５） 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。  

（６） 立入禁止区域に立ち入ること。 

（７） 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこ

と。 

（８） ごみその他汚物を捨てること。 

（９） その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。 

（利用の禁止） 

第１１条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険

であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ない

と認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその都市公園を

利用する者（以下「利用者」という。）の危険を防止するため、都市公

園の利用を禁止し、又は制限することができる。  

（公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項）  

第１２条 法第５条第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるも

のとする。 

（１） 公園施設を設置しようとする場合 

ア 設置の目的 

イ 公園施設の種類 

ウ 設置の期間 

エ 設置の場所及び面積 

オ 公園施設の構造 
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カ 公園施設の管理の方法 

キ 工事実施の方法 

ク 工事の着手及び完了の時期 

ケ その他市長が指示する事項 

（２） 公園施設を管理しようとする場合 

ア 管理の目的 

イ 管理する公園施設 

ウ 管理の期間 

エ 管理の方法 

オ その他市長が指示する事項 

（３） 許可を受けた事項を変更しようとする場合  

ア 公園施設の種類 

イ すでに受けた許可年月日及び許可番号  

ウ 変更事項及び理由 

エ その他市長が指示する事項 

２ 法第６条第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとす

る。 

（１） 占用物件の種類 

（２） 占用の面積 

（３） 占用物件の管理の方法 

（４） 工事実施の方法 

（５） 工事の着手及び完了の時期 

（６） 都市公園の復旧方法 

（７） その他市長が指示する事項 

（占用許可の軽易な変更） 

第１３条 法第６条第３項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更に

該当する事項は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので規則

で定めるものとする。 

（占用許可申請書の添付書類） 

第１４条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用許可を受けようとする
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者又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可

の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。  

２ 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認めた書類の提出を求め

ることができる。 

（占用料） 

第１５条 法第６条第１項又は第３項の許可に係る占用料は、白岡市道路

占用料徴収条例（昭和５９年白岡町条例第１０号）の例による。  

（有料の公園施設等） 

第１６条 有料の公園施設等（市が管理する公園施設及び備品で、有料で

使用させるものをいう、以下同じ。）は、別表第２のとおりとする。 

２ 有料の公園施設等の供用時間及び休場日は規則で定める。ただし、市

長が特別に認める場合は、この限りではない。  

（使用の許可） 

第１７条 有料の公園施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受け

なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様と

する。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、運営管理上必要があると認

めるときは、当該許可に条件を付すことができる。  

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１８条 前条の規定により使用の許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。  

（遵守事項及び指示） 

第１９条 市長は、都市公園の利用者に対し、遵守事項を定めるとともに、

都市公園の管理上必要があると認めるときは、当該利用者に対し、その

都度必要な指示をすることができる。 

（使用許可の取消し等） 

第２０条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その

使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。  

（１） 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。  

（２） 使用許可の条件又は職員の指示に違反したとき。  
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（３） 管理上特に必要と認められるとき。 

（４） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

２ 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処

分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責め

を負わない。 

（施設備付備品の貸与申請） 

第２１条 公園施設の使用者が施設備付備品の貸与を受けようとするとき

は、名称及び数量を記載した申請書を市長に提出しなければならない。  

（使用料の納付） 

第２２条 有料の公園施設等の使用者は、公園施設の使用の許可の際に別

表第３に掲げる使用料を納付しなければならない。  

（使用料の減免） 

第２３条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用

料を減額し、又は免除することができる。  

（使用料の還付） 

第２４条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。  

（１） 公園施設の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消

したとき。 

（２） 使用者が自己の責めに帰することができない理由により公園施

設を使用することができなかったとき。  

（損害賠償義務） 

第２５条 都市公園の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その

利用中に都市公園の公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失した

ときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しな

ければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りで

ない。 

（立入りの禁止等） 

第２６条 市長は、都市公園内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある

者の立入りを禁止し、又はその者に対し、都市公園からの退去を命ずる
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ことができる。 

（届出） 

第２７条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をし

た者は、速やかにその旨を市長に届出しなければならない。 

（１） 法第５条第１項又は第６条第１項若しくは第３項の許可を受け

た者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したと

き。 

（２） 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の

占用を廃止したとき。 

（３） 第１号に掲げる者が法第１０条第１項の規定により、都市公園

を原状に回復したとき。 

（４） 法第２６条第２項又は第４項の規定によりこれらの項に規定す

る必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。  

（５） 法第２７条第１項又は第２項の規定により、同条第１項に規定

する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。  

（６） 次条第１項又は第２項の規定により、同条第１項に規定する必

要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。  

（監督処分） 

第２８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例

の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を

変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ず

ることができる。 

（１） この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者  

（２） この条例の規定による許可に付した条件に違反している者 

（３） 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受

けた者 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の

規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項

に規定する必要な措置を命ずることができる。  

（１） 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合  
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（２） 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じ

た場合 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理

由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合  

（工作物等を保管した場合の公示事項）  

第２９条 法第２７条第５項の条例で定める事項は、次に掲げるものとす

る。 

（１） 保管した工作物その他の物件又は施設（以下「工作物等」とい

う。）の名称又は種類、形状及び数量 

（２） 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除

去した日時 

（３） その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所  

（４） 前３号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため

必要と認められる事項 

（工作物等を保管した場合の公示の方法）  

第３０条 法第２７条第５項の規定による公示は、次に掲げる方法により

行わなければならない。 

（１） 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して１４日

間、規則で定める場所に掲示すること。  

（２） 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物

等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の

所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者（第１５

条の６において「所有者等」という。）の氏名及び住所を知ることが

できないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。  

２ 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定め

る様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、

これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。  

（工作物等の価額の評価の方法） 

第３１条 法第２７条第６項の規定による工作物等の価額の評価は、取引

の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等
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の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合におい

て、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し

専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。  

（保管した工作物等を売却する場合の手続）  

第３２条 市長は、法第２７条第６項の規定により保管した工作物等につ

いて、規則で定める方法により売却するものとする。  

（工作物等を返還する場合の手続） 

第３３条 市長は、保管した工作物等（法第２７条第６項の規定により売

却した代金を含む。）を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返

還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等

の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所

有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と

引換えに返還するものとする。 

（公園予定区域及び予定公園施設についての準用）  

第３４条 第２条から前条までの規定は、法第３３条第４項に規定する公

園予定区域又は予定公園施設について準用する。  

（指定管理者による管理） 

第３５条 市長は、都市公園の設置目的を効果的に達成するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」と

いう。）に都市公園の管理に関する業務を行わせることができる。  

（令７条例２４・追加） 

（指定管理者が行う業務） 

第３６条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおり

とする。 

（１） 公園施設等の利用等に関する業務 

（２） 公園施設（設備及び物品を含む。）の維持管理に関する業務  

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務  

２ 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合における第８条、第１

１条、第１６条、第１７条及び第１９条から第２１条までの規定の適用
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については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」

とあるのは「市又は指定管理者」とする。  

（令７条例２４・追加） 

（指定管理者の指定の申請） 

第３７条 第３５条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定

める申請書に、都市公園の管理運営に関する事業計画書その他市長が必

要と認める書面を添えて、市長に申請しなければならない。  

（令７条例２４・追加） 

（指定管理者の指定基準） 

第３８条 市長は、指定管理者を指定するときは、次に掲げる基準により

行うものとする。 

（１） 都市公園の管理を適正に実施できる見込みがあること。  

（２） 都市公園の利用者の平等な利用が確保されること。  

（３） 都市公園の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経

費の縮減が図られること。 

（４） 都市公園の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有して

いること。 

（５） 管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いが

確保できること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が都市公園の性質又は目的に

応じて別に定める基準 

（令７条例２４・追加） 

（指定管理者の指定等） 

第３９条 市長は、第３７条の規定による指定管理者の指定の申請があっ

たときは、前条各号に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を

行うことができると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議

会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

２ 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、遅滞なくその旨を告示す

るものとする。 

（令７条例２４・追加） 
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（協定の締結） 

第４０条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結す

るものとする。 

（１） 管理基準に関する事項 

（２） 管理業務の実施に関し必要な事項 

（３） 管理業務の事業報告に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、都市公園の管理の適正を期するた

め必要な事項 

（令７条例２４・追加） 

（事業報告書の作成及び提出） 

第４１条 指定管理者は、毎年度終了後２月以内に、次に掲げる事項を記

載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。  

（１） 管理業務の実施状況に関する事項 

（２） 利用状況に関する事項 

（３） 管理に係る経費の収支状況に関する事項  

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

（令７条例２４・追加） 

（指定の取消し等） 

第４２条 市長は、指定管理者が都市公園の管理の適正を期するための指

示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該

指定管理者による管理を継続することが困難であると認めるときは、そ

の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停

止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部

若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者が損失を受ける

ことがあっても、市はその補償の責めを負わない。  

３ 第３９条第２項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の

停止について準用する。 

４ 前条の規定は、指定管理者の指定を取り消した場合について準用する。

この場合において、「毎年度終了後２月以内に」とあるのは、「その指
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定を取り消された日から起算して３０日以内に」と読み替えるものとす

る。 

（令７条例２４・追加） 

（指定管理者による施設の現状変更） 

第４３条 指定管理者は、公園施設の改修、増設等の現状変更を行おうと

するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。  

（令７条例２４・追加） 

（指定管理者の原状回復義務） 

第４４条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取

り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を

命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状

に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限

りでない。 

（令７条例２４・追加） 

（指定管理者の損害賠償義務） 

第４５条 指定管理者は、その責めに帰すべき理由により、公園施設（設

備及び物品を含む。）を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償

しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認め

るときは、その全部又は一部を免除することができる。  

（令７条例２４・追加） 

（利用料金収入の帰属及び利用料金の決定）  

第４６条 市長は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定により、指定

管理者に都市公園の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当

該指定管理者の収入として収受させることができる。  

２ 利用料金は、指定管理者が別表第３に定める金額の範囲内で定めるも

のとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金につ

いて市長の承認を得なければならない。  

（令７条例２４・追加） 

（利用料金の納付等） 

第４７条 使用者は、第２２条の規定にかかわらず、第３５条の規定によ
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り、都市公園の管理を指定管理者が行う場合は、前条第２項の規定によ

り指定管理者が定めた利用料金を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 第２３条の規定は、利用料金の減額又は免除について準用する。この

場合において、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあ

るのは「利用料金」と読み替えるものとする。  

３ 第２４条の規定は、利用料金の還付について準用する。この場合にお

いて「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。  

（令７条例２４・追加） 

（委任） 

第４８条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な

事項は、規則で定める。 

（令７条例２４・旧第３５条繰下）  

（罰則） 

第４９条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、５万円以下の過

料を科する。 

（１） 第８条第１項又は第３項（第３４条においてこれらの規定を準

用する場合を含む。）の規定に違反して同条第１項各号に掲げる行為

をした者 

（２） 第１０条（第３４条において準用する場合を含む。）の規定に

違反して同条各号に掲げる行為をした者  

（３） 第２６条及び第２８条第１項又は第２項（第３４条においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定による市長の命令に違反

した者 

（令７条例２４・旧第３６条繰下）  

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第１５条の改

正規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２７日条例第１５号）  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則（令和７年６月３０日条例第２４号）  
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（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（準備行為） 

２ 第１条の規定による改正後の白岡市勤労者体育センター条例（以下「改

正後のセンター条例」という。）第１７条、第２条の規定による改正後

の白岡市市民テニスコート条例（以下「改正後のテニスコート条例」と

いう。）第１４条及び第３条の規定による改正後の白岡市都市公園条例

（以下「改正後の公園条例」という。）第３５条に規定する指定管理者

（以下「指定管理者」という。）の指定に関し必要な行為は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、改正後のセンタ

ー条例第１９条から第２２条まで、改正後のテニスコート条例第１６条

から第１９条まで及び改正後の公園条例第３７条から第４０条までの規

定の例により行うことができる。 

（経過措置） 

３ 指定管理者に白岡市勤労者体育センター、白岡市市民テニスコート又

は都市公園の管理を行わせるときは、施行日前に第１条の規定による改

正前の白岡市勤労者体育センター条例、第２条の規定による改正前の白

岡市市民テニスコート条例及び第３条の規定による改正前の白岡市都市

公園条例の規定により市長がした利用の許可その他の処分（施行日以後

の利用等に係るものに限る。）又は市長に対してされた申請その他の行

為（施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るも

のに限る。）は、施行日以後における改正後のセンター条例、改正後の

テニスコート条例及び改正後の公園条例の相当規定に基づいて当該指定

管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされ

た申請その他の行為とみなす。 

別表第１（第７条関係） 

区分 基準 

（１） 園路

（園路におけ

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する園路及び広場（高齢者、障害者等の移動
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る階段及び傾

斜路を含む。）

及び広場 

等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令第

３７９号。（４）（カ）において「政令」という。）第３

条第１号に規定する園路及び広場をいう。）を設ける場合

は、そのうち１以上は、次に掲げるとおりとすること。  

ア 通路 

（ア） 幅は、規則で定める幅以上とすること。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合は、規則で定めるところにより、当該幅を

縮小することができる。 

（イ） 車椅子使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合は、この限りでない。  

イ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設

けることが困難である場合は、エレベーター、エスカ

レーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の

円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代える

ことができる。 

ウ 傾斜路（階段又はこれに併設するものに限る。）に

は、手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この

限りでない。 

エ （２）から（４）まで、（６）及び（７）に掲げる

基準に適合する特定公園施設及び不特定かつ多数の者

が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

駐車場のうちそれぞれ一以上並びに修景施設、休養施

設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他

の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏ま

え、重要と認められるものに接続していること。  

（２） 屋根付 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
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広場 害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一

以上は、次に掲げるとおりとすること。  

ア 出入口 

（ア） 幅は、規則で定める幅以上とすること。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合は、規則で定めるところにより、当該幅を

縮小することができる。 

（イ） 車椅子使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合は、この限りでない。  

（ウ） （イ）ただし書の規定により段を設ける場合

は、傾斜路を併設すること。 

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保され

ていること。 

（３） 休憩所

及び管理事務

所 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する休憩所を設ける場合における当該休憩所

のうち一以上及び管理事務所は、次に掲げるとおりとする

こと。 

ア 出入口は、（２）ア（ア）から（ウ）までに掲げる

基準に適合するものであること。  

イ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は次に掲げると

おりとすること。 

（ア） 幅は、規則で定める幅以上とすること。  

（イ） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過でき

る構造のものであること。 

ウ カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車

椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであるこ

と。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前

に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 

エ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保され
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ていること。 

オ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一

以上は、（６）イからオまでに掲げる基準に適合する

ものであること。 

（４） 野外劇

場及び野外音

楽堂 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、次に掲げる

とおりとすること。 

ア 出入口は、（２）ア（ア）から（ウ）までに掲げる

基準に適合するものであること。  

イ 出入口及び車椅子使用者が円滑に利用することがで

きる観覧スペース（ウにおいて「車椅子使用者用観覧

スペース」という。）及びエの便所との間の経路を構

成ずる通路は、次に掲げるとおりとすること。  

（ア） 幅は、規則で定める幅以上とすること。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合は、規則で定めるところにより、当該幅を

縮小することができる。 

（イ） 車椅子使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合は、この限りでない。  

（ウ） （イ）ただし書の規定により段を設ける場合

は、傾斜路を併設すること。 

（エ） 縦断勾配及び横断勾配は規則で定める値以下

とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合は、規則で定めるところ

により、当該勾配の値を超える値とすることができ

る。 

（オ） 路面は、滑りにくい仕上げがなされたもので

あること。 
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（カ） 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場

所には、柵、視覚障害者誘導用ブロック（政令第１

１条第２号に規定する点状ブロック等及び第２１条

第２項第１号に規定する線上ブロック等を適切に組

み合わせて床面に敷設したものをいう。）その他の

高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設

けること。 

ウ 規則で定める収容定員の規模に応じて、規則で定め

る数以上の車椅子使用者用観覧スペースを設けるこ

と。この場合において、当該車椅子使用者用観覧スペ

ースは、次に掲げるとおりとすること。  

（ア） 幅及び奥行きは、規則で定める幅及び奥行き

以上であること。 

（イ） 車椅子利用者が利用する際に支障となる段が

ないこと。 

（ウ） 車椅子使用者が転落するおそれのある場所に

は、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するため

の設備が設けられていること。 

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一

以上は、（６）イからオまでに掲げる基準に適合する

ものであること。 

（５） 駐車場 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設

（車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設を

いう。イにおいて同じ。）は次に掲げるとおりとすること。 

ア 幅は規則で定める幅以上とすること。  

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使

用者用駐車施設の表示をすること。  
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（６） 便所 ア 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する便所は、次に掲げるとおりとするこ

と。 

（ア） 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたもの

であること。 

（イ） 男子用小便器を設ける場合、一以上の床置式小

便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが規則で定める

高さ以下のものに限る。）その他これに類する小便器

が設けられていること。 

イ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以

上はアに掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれか

に適合するものであること。 

（ア） 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、

それぞれの便所）内に、高齢者、障害者等の円滑な利

用に適した構造を有する便房が設けられていること。  

（イ） 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を

有する便所であること。 

ウ イ（ア）の便房が設けられた便所は、次に掲げるとお

りとすること。 

（ア） 出入口 

a 幅は、規則で定める幅以上とすること。 

b 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がない

こと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合は、この限りでない。  

c bただし書の規定により段を設ける場合は、傾斜路

を併設すること。 

d 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有す

る便房が設けられていることを表示する標識が設け

られていること。 
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e 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げるとおりと

すること。 

（a） 幅は規則で定める幅以上とすること。  

（b） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過でき

る構造のものであること。 

（イ） 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保

されていること。 

エ イ（ア）の便房は、次に掲げるとおりとすること。  

（ア） 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障

となる段がないこと。 

（イ） 出入口には、当該便房が、高齢者、障害者等の

円滑な利用に適した構造のものであることを表示する

標識が設けられていること。 

（ウ） 腰掛け便座及び手すりが設けられていること。 

（エ） 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を

有する水洗器具が設けられていること。  

（オ） ウ（ア）a及びe並びに（イ）に掲げる基準に適

合するものであること。 

オ イ（イ）の便所は、ウ（ア）aからcまで及びe並びに（イ）

並びにエ（イ）から（エ）までに掲げる基準に適合する

ものであること。 

（７） 水飲

場、手洗場等 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する水飲場又は手洗場を設ける場合は、その

うち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構

造とすること。 

別表第２（第１６条関係） 

都市公園名 有料の公園施設及び備品の種類 

白岡市総合運動公園 １ 公園施設 

陸上競技場 
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野球場 

多目的広場 

テニスコート（人工芝） 

テニスコート（クレイ） 

サブグランド 

園路（第８条第１項の許可を受けた場

合に限る。） 

２ 備品 

放送施設 

別表第３（第２２条関係） 

１ 有料公園施設の利用に伴う使用料（１時間当たり） 

施設名 区分 使用料（基本使用料） 照明料 

陸上競技場 専用 １，４００円  

共用 団体 ７００円  

個人 ２００円  

半面 ７００円  

全面 １，４００円  

野球場 全面 １，４００円  

多目的広場 半面 ５００円  

全面 １，０００円  

テニスコート 

（人工芝・クレイ） 

１面 ５００円 ５００円 

サブグランド 全面 ２００円  

園路（第８条第１項

の許可を受けた場

合に限る。） 

１平方メートル １０円  

注 

（１） 陸上競技場の半面、全面の区分は、インフィールドを利用す

る場合とする。 
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（２） 団体の使用は、１０人以上の人数で使用する場合とする。  

２ 備品使用料 

放送設備一式 １回につき ５００円 

３ 割増使用料 

白岡市、久喜市、蓮田市、幸手市、宮

代町、杉戸町及び春日部市（以下「７

市町」という。）以外に居住する者が

利用する場合（市内の事業所に勤務

し、又は市内の学校に在学する者を除

く。） 

７市町以外に居住する利用者に係る

使用料は、基本使用料の金額に、そ

れぞれ当該金額の１００分の１００

に相当する額を加えた額 

営利を目的とする利用の場合 営利行為を行う者の割増使用料

は、基本使用料の金額に、それぞれ

当該金額の１００分の４００に相当

する額を加えた額 

入場料金等を徴収する場合 使用者が入場料金等を徴収する場

合の１回当たり割増使用料は、１人

１回について徴収する最高の入場料

金等に１００を乗じて得た額 

 


